
 墨田区福祉作業所条例の一部を改正する条例を公布する。 
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                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区条例第４９号 



   墨田区福祉作業所条例の一部を改正する条例 

 墨田区福祉作業所条例（平成１５年墨田区条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

 別表すみだ厚生会館の項を削る。 

   付 則 

 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。 


